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論文式試験問題集［倒　産　法］ 
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［倒　産　法］ 

 

　次の【事例】について、以下の設問に答えなさい。 

　　なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和６年１月１日現

在において施行されている法令に基づいて答えなさい。 

 

【事例】 

Ａは、個人事業として飲食店を経営し、従業員Ｂを雇用しており、Ｂの給料は月額３０万円で、

毎月２０日締め、同月２５日払いとしていた。しかし、Ａは、飲食店の経営が悪化したため、令和

５年１月２５日支払分以降のＢの給料を月額２０万円に減らして支払うようになり、毎月の不足額

１０万円分については、おって支払う旨をＢに伝えていた。 

Ａは、飲食店の経営悪化による収入減を受けて、投機性の高い金融商品取引に関心を寄せるよう

になり、自らが所有する高級自動車を売却して、その売却代金を元手にＦＸ取引（外国為替証拠金

取引）を始めようと考えた。Ａは、令和５年８月、当該自動車を５００万円で売却し、その売却代

金を元手にＦＸ取引を始めたが、徐々に損失が大きくなり、その結果、資産が大幅に減少した。そ

こで、Ａは、複数の消費者金融から借入れをし、その借入金をＦＸ取引に投入したが、損失は膨ら

む一方となり、借入金の返済が困難になった。 

Ａは、令和５年９月２０日、同月２５日支払分の給料として２０万円と予告手当を支払ってＢを

解雇し、飲食店事業を停止した上、破産手続開始の申立て及び免責許可の申立てを弁護士Ｃに依頼

した。そこで、Ｃは、同年１１月１４日、裁判所に対し、Ａの代理人として、上記各申立てを行っ

た。これを受けて、裁判所は、同月２１日、Ａについて破産手続開始の決定をし、破産管財人とし

てＤを選任した。 

その後、Ｄによる調査の過程で、Ａの破産手続開始の申立て時の負債として、裁判所に提出され

た債権者一覧表（債権者名簿を兼ねている。）に記載のもののほか、Ｅからの借入金２００万円の

存在が発覚した。Ｅからの借入金が債権者一覧表に記載されていなかったのは、Ａが、破産手続開

始の申立てをＣに委任する際、友人であるＥとの関係が悪化することを恐れて、Ｃに対し、Ｅから

の借入金があることを説明しなかったからである。 

 

〔設　問〕以下の１から３については、それぞれ独立したものとして解答しなさい。 

１．Ｂは、Ｄに対し、令和５年１月２５日支払分以降の給料の一部（毎月１０万円）が支払われて

おらず、同年９月２０日には解雇されて職を失ったため、家族も含めて生活に困窮している旨を

訴えた。 

Ｄは、一定程度の破産財団を形成することができ、Ｂへの未払給料を弁済しても他の優先的な

債権者を害することはないと判断し、未払給料全額を配当手続によらずに弁済しようと考えてい

る。 

未払給料債権が破産手続においてどのように取り扱われるかについて説明した上で、ＤがＢに

対し配当手続によらずに上記弁済をすることが破産法上のいかなる根拠に基づくものであるかに

ついて、その趣旨にも言及しながら説明しなさい。その際、労務提供期間によって弁済の根拠が

異なる場合には、場合分けをして説明しなさい。なお、未払賃金の立替払制度については言及し

なくてよい。 

２．Ａの免責不許可事由の有無及びその内容について説明した上で、裁判所はＡにつき免責を許可

することができるかについて説明しなさい。 

３．Ａの破産手続は、最後配当が行われて終結したが、下記の①から③までを含む届出破産債権に

ついて、配当によっても全額の満足を受けられなかった。Ａの免責手続については、免責許可の
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決定がされ、確定した。 

①　飲食店において使用していた食材の未払の仕入代金 

②　離婚した元配偶者との間で合意した子の養育費についての破産手続開始前に生じた未払金 

③　令和５年１０月２０日にＡが利用したレストランでの高額の飲食費についてのクレジット

カード会社の立替金 

⑴　Ａについての免責許可決定の確定により上記①の債権はどのように取り扱われることとなる

か、免責許可決定の効力を踏まえつつ、説明しなさい。 
⑵　上記②及び③の各債権が非免責債権に該当するかについて説明しなさい。
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［租　税　法］ 

 

令和３年１月１日、製薬会社Ａ社（以下「Ａ社」という。）は、著名な生化学者であるＢを、

Ａ社が社内に新たに立ち上げた新薬開発研究所（以下「Ｃ研究所」という。）の所長に据えた。Ａ

社は、同族会社ではなく、暦年を事業年度とする。 

Ａ社とＢの間で委任契約として締結された合意（以下「本契約」という。）には、以下の条件

が含まれていた。 

① Ｂは、Ｃ研究所の所長として、Ｃ研究所の運営について広範な裁量を与えられる。Ａ社の職制

上、Ｃ研究所の所長は執行役員（会社法上の執行役ではない。）として位置付けられ、Ａ社経営陣

の経営戦略上の指示に従って、Ｃ研究所スタッフの研究活動を指揮する。 
② 契約期間は令和３年１月１日から令和５年１２月３１日までの３年間（以下「本契約期間」とい

う。）とするが、Ａ社とＢの合意により更に２年間の延長が可能である。本契約期間におけるＢの

年俸は１億２０００万円であり、Ａ社はＢに対して毎月末に１０００万円を支払うものとする。本

契約期間の満了前に、Ｂの申出により、随時、本契約を解約することができるが、解約日を含む月

の翌月以降、上記の１０００万円は支払われない。 
③ 本契約期間中、ＢはＡ社の許可なくして講演・執筆及び副業をしてはならず、本契約期間中のＢ

の研究活動の成果物に係る権利は全てＡ社に帰属する。 
④ Ａ社は、本契約が解約されることなく本契約期間の満了までＢが勤務を継続した場合、Ｂに対し

て報奨金として２億円（以下「本報奨金」という。）を、本契約期間の末日から１月以内に支払

う。なお、本契約が延長された場合にも、本報奨金は上記期限内に支払われる。 
Ｂは、令和３年１月１日、本契約に基づいてＣ研究所の所長としての勤務を開始し、本契約期

間の末日である令和５年１２月３１日をもって勤務を終了した。Ａ社は、Ｂの仕事ぶりを高く評価

していたため契約延長を申し入れたが、Ｂは、「しばらく仕事を離れて充電期間を持ちたい」とい

う意向でこれを固辞した。Ａ社は、契約条件④に基づき、令和６年１月２５日、本報奨金をＢに支

払った。 

 

以上の事案について、以下の設問に答えなさい。解答に当たっては、理由を付し、根拠条文が

ある場合はそれを明記しなさい。ただし、租税特別措置法の適用は考慮しないものとし、事案中の

年月日にかかわらず、令和６年１月１日現在において施行されている法令に基づいて解答しなさ

い。 

 

〔設問〕 

⑴ Ａ社は、令和３年から令和５年の各事業年度において、Ｂに対し、本契約に従って、毎月末に１０

００万円（１事業年度につき１億２０００万円）を支払った。このＡ社のＢに対する年俸の支払は、

Ａ社の各事業年度における所得の金額の計算上どのように扱われるかについて、Ｂの「役員」該当性

に言及しつつ、説明しなさい。さらに、この年俸の支払に伴って、Ａ社が負うことになる所得税法上

の義務について、年俸の性質について検討を加えた上で、説明しなさい。 
⑵ Ｂが受け取った本報奨金につき、所得税法上、Ｂの退職所得として扱われるとする見解と、それ以

外の所得として扱われるとする見解が考えられる。そこで、①退職所得に該当するための要件を挙

げ、②退職所得以外の所得に該当するとすればどの所得分類となるかについて、可能性のあるものを

挙げた上で、③自説を論じなさい。 
⑶ 設問⑵において、仮に本報奨金が退職所得に該当すると判断された場合に、①本報奨金の収入は、

Ｂのいつの年分の所得税の課税標準にどのように反映されるかについて説明しなさい。解答に当たっ

ては、本契約期間は短期勤続年数（所得税法第３０条第４項）に一致するものとし、退職所得の金額
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の具体的な計算は不要とする。また、②本報奨金の支払は、Ａ社のいつの事業年度の所得の金額にど

のように反映されるかについて説明しなさい。 
 

（参照条文）法人税法施行令 

(役員の範囲) 

第７条 

法第２条第１５号（役員の意義）に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 

１　法人の使用人（職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。）

以外の者でその法人の経営に従事しているもの 

　　２　（略）   
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［経　済　法］ 

 

【前提】 

　Ｘ社は、体勢を保持するための福祉用具である甲製品（以下「甲製品」という。）のメーカーで

あり、我が国の甲製品の販売分野において約３５パーセントのシェア（甲製品の国内における総販

売額に占める各社の販売額の割合）を有し、国内シェア第１位である。Ｘ社製甲製品は消費者から

高い評価を得ており、甲製品を販売する小売業者（以下「販売業者」という。）にとってＸ社製甲

製品を取り扱うことは営業上不可欠になっている。 

メーカーは、販売業者を通じて甲製品を消費者に販売している。販売業者は、Ｘ社製甲製品だけ

でなく他メーカー製甲製品も販売しており、販売方法に特段の法規制はない。販売業者の販売形態

には、店舗での販売とインターネットを利用した販売がある（以下、店舗での販売を行う販売業者

を「店舗販売業者」、インターネットを利用した販売を行う販売業者を「ネット販売業者」とい

う。）。その割合は、店舗での販売が約８割、インターネットを利用した販売が約２割となってお

り、インターネットを利用した販売の割合は漸増しつつある。Ｘ社製甲製品の小売価格は、それぞ

れの販売業者が独自に決定しているが、ネット販売業者の小売価格の平均は店舗販売業者の小売価

格の平均より約１０パーセント低い。 

店舗販売業者の中には、その販売員がＸ社製甲製品の機能の特徴を説明して販売するもの（以

下、このような販売方法を「説明販売」という。）も少数存在するが、ネット販売業者の中には説

明販売を行っているものは存在しない。近年、Ｘ社製甲製品の販売額は伸び悩んでいる。その理由

を、Ｘ社は、店舗販売業者の販売員が適切な説明をできておらず、Ｘ社製甲製品の機能の特徴を消

費者に十分訴求できていない点にあると見ている。 

 

〔設　問〕 

⑴　上記の【前提】に加え、以下の事実がある場合に、Ｘ社の令和６年６月１日以降の行為につい

て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）上の問

題点を分析して検討しなさい。 

 

令和６年６月１日以降、Ｘ社は、店舗販売業者に対してのみ、Ｘ社が指示する方法・内容に

基づく販売員教育を実施して、来店した消費者にＸ社製甲製品の適切な説明を行う場合に限

り、説明販売を支援する協力金の提供を行うこととした。ネット販売業者は説明販売を行って

いないことから協力金の提供を受けていない。この協力金の金額は、店舗販売業者に対するＸ

社製甲製品の卸売価格の約５パーセントであり、店舗販売業者が説明販売に要する費用とおお

むね同等である。 

なお、Ｘ社は、販売業者に対するＸ社製甲製品の卸売価格について、店舗販売業者とネット

販売業者との間で差を設けていない。 

 

⑵　上記の【前提】に加え、以下の事実がある場合（上記⑴記載の事実はない。）に、Ｘ社の令和

６年９月１日以降の行為について、独占禁止法上の問題点を分析して検討しなさい。 

 

　令和６年６月１日、Ｘ社は、店舗販売業者に対し、Ｘ社が指示する方法・内容に基づく販売

員教育を実施して、来店した消費者にＸ社製甲製品の適切な説明を行うように要請した。その

後、この要請に従う費用（その金額は、店舗販売業者に対するＸ社製甲製品の卸売価格の約５

パーセントである。）を甲製品の小売価格に上乗せして販売した結果、Ｘ社製甲製品の売上が

大幅に減少したため、大半の店舗販売業者からＸ社に対し、このままでは説明販売を維持でき
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ないとの苦情が強く寄せられた。これに対応したＸ社による調査の結果、売上の大幅な減少の

主な原因はネット販売業者への顧客流出であることが明らかとなった。 

そこで、Ｘ社は、店舗販売業者に説明販売を継続してもらうため、ネット販売業者への顧客

流出を阻止する必要があると考えて、同年９月１日以降、①店舗販売されるＸ社製甲製品の同

年６月１日以降の小売価格の平均を「小売定価」と定めて、全ての販売業者に対して、Ｘ社製

甲製品を「小売定価」で販売するよう求めることとし、②販売業者が「小売定価」どおりに販

売しない場合、当該販売業者に対するＸ社製甲製品の出荷を停止することとし、その旨を全て

の販売業者に通知した。その結果、全ての販売業者は、出荷停止を恐れて、Ｘ社製甲製品を

「小売定価」で販売するようになった。 

なお、Ｘ社は、販売業者に対するＸ社製甲製品の卸売価格について、店舗販売業者とネット

販売業者との間で差を設けていない。 
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［知的財産法］ 

 

小説家のＡは、ファンタジー小説シリーズαの第１巻から第９巻までを創作し、これらはＢ社

から出版され、好評を博していた。αの各巻はそれぞれ独立した小説であるが、基本的な設定は共

通しており、何名かのキャラクターはシリーズを通じて登場している。Ａは、αの第１０巻の構想

を練っている途中で意欲をすっかり失い、執筆をやめてしまった。 

Ｂ社は、Ａが今後執筆を再開する見込みがないと判断し、別の小説家にαの第１０巻の執筆を

依頼することにした。このため、Ｂ社は、Ａから、Ａが第１０巻のために作成していたメモ書き等

の資料（以下「本件資料」という。）の提供を受け、その資料を用いて第三者に第１０巻を創作さ

せること及びそれをＢ社が出版することについての許諾を得た。Ｂ社は、小説家のＣに対して、第

１０巻となる小説を創作することを依頼し、Ｃはこれを受けて小説を完成させ、この小説はＢ社か

ら出版された（以下、この小説を「本件小説」といい、αの第１巻から第９巻までを総じて「αの

過去作品」という。）。なお、Ｃは本件小説の執筆に当たり、Ｂ社から提供されたαの過去作品と

本件資料を参照したが、Ａとは一切連絡を取っていない。 

本件小説の主人公やその他のキャラクター数名は、αの過去作品に登場していたキャラクター

であり、本件小説の大まかなストーリーの構成は本件資料の記載にのっとったものである。また、

本件小説にシリーズで初めて登場するキャラクターのうち、特に重要な１名（以下「本件キャラク

ター」という。）の生い立ちや性格等の基本的な設定及びセリフの一部は本件資料に示されていた

ものと同一である。他方、本件キャラクターの名称及び外観上の特徴はＣが考え出したものであ

る。 

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したも

のであり、相互に関係はないものとする。 

 

〔設問１〕 

　Ｄは、αを題材にしたポスターを多種類作成し、これらを印刷して販売している。これらのポス

ターの１つ（以下「本件ポスター」という。）には、本件キャラクターをＤが視覚的に表現した絵

画が用いられるとともに、本件キャラクターの名称とセリフが記載されている。このセリフは、本

件資料にみられるセリフと同一のものである。 

Ｃは、Ｄに対し、本件ポスターの印刷及び販売がＣの有する著作権の侵害に当たると主張して

いる。Ｃの主張の妥当性について論じなさい。 

 

〔設問２〕 

　本件小説が好評を博したため、Ｂ社は、本件小説の外伝として、本件キャラクターを主人公とす

る新たな小説の執筆をＣに依頼し、Ｃは、これを受けて、小説を完成させた（以下、この小説を

「本件外伝」という。）。本件外伝においては、本件小説の基本的な設定はそのままになってお

り、本件小説においてＣが創作した表現が一部に用いられているが、αの過去作品や本件資料にみ

られる表現は用いられていない。 

　本件外伝はＢ社から出版された。Ａは、Ｂ社に対し、本件外伝の出版がＡの有する著作権の侵害

に当たると主張している。Ｂ社の反論を想定しつつ、Ａの主張の妥当性について論じなさい。



- 15 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論文式試験問題集［労　働　法］ 
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［労　働　法］ 

 

次の事例を読んで、後記の設問に答えなさい。 

 

【事例】 

１　Ｙ高等学校を運営する学校法人であるＹ学園は、教職員がその職務外の活動により学校施設を

使用する場合、「学校施設の目的外使用に関する規程」（以下「本件規程」という。）に基づ

き、使用を希望する日の２週間前までに、学校長宛てに書面による許可申請をし、学校長からの

許可を得なければならないこととしていた。しかし、Ｙ学園は、教職員の約３０％が加入する労

働組合であるＸ組合が校舎内にある会議室を使用する場合、その直前に管理職である教頭に口頭

でその旨を告知すれば、学校運営上の具体的な支障が生じない限り、その使用を認める取扱いを

行ってきた。なお、上記の取扱いは、労働協約に基づくものではなく、事実上のものであった。 

令和５年４月に新たに学校長に就任したＡは、同年１０月下旬頃、上記の取扱いによって、Ｘ

組合だけが、事実上、自由に会議室を使用することができる状態となっていることは、不公平で

あり、Ｘ組合に所属していない教職員の方が多いことを考慮すると、一層問題であるとの認識を

持つに至った。そこで、Ａは、同月３０日、教頭であるＢに対し、Ｘ組合に所属していない教職

員に対する取扱いとの公平を図る観点から、Ｘ組合についても、会議室の使用につき本件規程に

従った取扱いをするように指示した。 

Ｘ組合の委員長であり、教諭であるＺは、同月３１日、Ｂに対し、同年１１月１日午後６時３

０分から１時間程度、会議室を組合活動に使用したいと申し出たところ、Ｂは、Ｚに対し、Ｘ組

合に所属していない教職員との公平を図る観点から従前の取扱いを改めることになったとして、

本件規程に基づいて学校長宛ての書面による許可申請をするよう求めた。Ｚは、Ｘ組合が、当

時、Ｙ学園との間で、部活動の顧問を担当する教諭の待遇改善を議題とする団体交渉を行ってお

り、Ｙ学園と主張が激しく対立する状況にあったことや、他に上記日時に会議室の使用を予定し

ている者がいないことを確認していたこと等から、「このタイミングでの取扱いの変更は、Ｙ学

園の方針に従わないＸ組合及びその組合員に対する嫌がらせとしか思えません。我々が会議室を

使用することによって、学校運営上の支障が生じない以上、従来どおり、会議室を使用させてい

ただきます。」と述べた。しかし、Ｂが、Ａに相談の上、会議室の出入口を施錠したため、Ｘ組

合は、上記日時に会議室を使用することができなかった。その後も、Ｘ組合は、Ｙ学園に対し、

従来どおりの取扱いの継続を求め、書面による許可申請を提出しなかったため、Ｙ学園は、Ｘ組

合に対し、会議室の使用を拒否する状態が継続した。 

２　Ｘ組合は、部活動の顧問を担当する教諭の待遇改善を議題とする団体交渉がこう着状態にあっ

たことから、Ｘ組合に所属していない教職員にも理解と協力を求めていく必要があるとして、職

員室において、上記の待遇改善の必要性を訴えるビラを配布することとした。当該ビラは、上記

の内容を片面に印刷したＡ４サイズの紙１枚であった。Ｚは、令和６年１月１８日の昼休みの時

間帯（教職員の休憩時間）に、職員室内において、職員室を訪れている生徒等がいないことを確

認した上で、在席している教職員に対しては、「組合の活動報告のビラです。よろしくお願いし

ます。」などと言いながら、上記ビラを手渡し、離席している教職員に対しては、机上に上記ビ

ラを裏返して置くという方法により、上記ビラの配布を行った。Ｚが上記ビラの配布に要した時

間は約１０分間であり、昼休みの終了までに配布が完了した。 

Ａは、Ｚが職員室内でビラを配布したとの報告を受け、Ｚに事実確認をしたところ、Ｚは事実

関係を認めた。Ａは、Ｚに対し、許可なく学校施設内においてビラを配布することは認められて

いないため、Ｚの行為について、処分を検討せざるを得ないと述べた。 

Ｙ学園は、Ｚからの弁明の聴取等の就業規則所定の手続を経た上で、令和６年３月１５日、Ｚ
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に対し、上記ビラ配布の行為について、就業規則第３９条第５号に規定された懲戒事由に該当す

るとの理由から、戒告とする懲戒処分をした。 

 

【Ｙ学園教職員就業規則（抜粋）】 

第３９条　教職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、減給、出勤停止、降格、諭

旨退職、懲戒解雇に処する。 

１～４　（略） 

５　許可なく学校の施設・設備を使用し、又は学校施設内において、集会を開き、若しくは放送、掲

示、印刷物等の貼付、配布等をしたとき。 

６・７　（略） 

８　その他前各号に準ずる程度の行為があったとき。 

第４０条　前条の規定により懲戒を行うときは、当該教職員に対し、事前に弁明の機会を与える。 

　 

〔設問〕 

１　Ｘ組合がＹ学園による会議室の使用拒否について労働委員会で争う場合、どのような申立てを

することができるか。また、その申立ては認められるか。検討すべき法律上の論点を挙げて論

じなさい。なお、Ｘ組合は、労働組合法第５条第１項が定める救済申立ての要件を満たしてい

るものとする。 

２　Ｚは、戒告処分が無効であるとして裁判所に訴えを提起した。この戒告処分の有効性につい

て、検討すべき法律上の論点を挙げて、あなたの見解を述べなさい。 
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論文式試験問題集［環　境　法］ 
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［環　境　法］ 

 

　　次の設例を読んで、以下の小問に答えなさい。なお、小問はいずれも独立したものである。 

 

【設例】 

　Ａ県内のＢ国立公園にある特別保護地区内には、国有林（ブナ林）があり、甲遊歩道が設置され

ている。Ｘが甲遊歩道を散策していたところ、甲遊歩道の入口から約５００メートルの地点（以

下、この地点を「本件現場」という。）において、突然付近の国有林にあったブナの木が甲遊歩道

上のＸに向かって倒れてきたため（以下、倒木したブナの木を「本件ブナの木」という。）、Ｘは

これを避けようとしてその場で転倒し、足を骨折する等全治３か月の怪我をした（以下「本件事

故」という。）。 

　本件現場の周辺地域は、国道に隣接して乙休憩所が設置され、同休憩所からブナ林内を２キロメ

ートルほど進んだ特別保護地区内に、景観が良好なことで全国的にも知られている丙渓谷があっ

た。甲遊歩道は、乙休憩所から丙渓谷までをつなぐ通路として設置されたものであって、甲遊歩道

には、約１００メートルおきに休息のためのベンチが置かれていた。また、本件ブナの木の近くに

もベンチが置かれており、観光客が本件ブナの木周辺において散策ないし休息することが予定され

ていた。本件事故当時、甲遊歩道を通って丙渓谷を訪れる観光客は、年間約５０万人程度であっ

た。甲遊歩道は、国有地を借り受けたＡ県が設置したものであり、Ａ県が維持管理を行っていた。

本件ブナの木は国有地上の天然木であり、本件事故前に、国とＡ県が毎年定期的に合同で実施して

いる安全点検の際に、倒木のおそれがあるとは判定されていなかったが、本件事故後の調査により

木の内部の腐食が進んでいたことが倒木の原因であると判明した。 

 

【小問】 

⑴　Ｂ国立公園内には「特別地域」のほかに「普通地域」がある。自然公園法上、普通地域内にお

いて、広告物を設置する行為につき、事前にどのような手続をとる必要があるか。特別地域に

おける上記行為に対する事前の手続的義務と対比しながら、根拠条文を挙げつつ、その手続の

内容を説明しなさい。併せて、その手続的義務に違反して当該行為に着手した者に対して、刑

事的な制裁を科すために環境大臣が採れる措置について説明しなさい。 

⑵　丙渓谷を訪れる観光客が年々増加傾向にあり、それに伴って良好な景観の維持が困難となり、

管理にも支障が生じてきている。この場合に環境大臣が採り得る自然公園法上の措置を説明し

なさい（ただし、当該措置を採るための手続については論じる必要はない。）。 

⑶　Ｘは、国及びＡ県に対し、損害賠償請求を検討している。どのような法的構成が考えられる

か、根拠条文や要件を挙げつつ説明しなさい（ただし、甲遊歩道の設置管理に係る費用を負担

している観点からの責任については問わない。）。 

⑷　現時点において、環境大臣は、Ａ県内に新たに国立公園を指定し、かつ、その区域内に特別地

域を指定しようとしている。当該特別地域予定区域内に民有地が存在する場合、その指定に当

たって、所有者の同意が必要となるか。なお、国立公園の指定の前段階となる候補地の選定に

際しては、法規の性質を有しない要領が参考にされている。【資料１】は以前に用いられてい

たものであり、【資料２】は現在用いられているものである。これらを踏まえつつ、土地所有

 者の同意の要否について、そのように考える理由とともに説明しなさい。

 

【資料１】 

 

自然公園選定要領（昭和２７年９月）（抜粋） 
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自然公園は傑出した自然の風景地中、下の要件を具備するものにつき選定するものとする。 

（略） 

第２要件　土地　 

 （略）

社寺有地、私有地を包含する場合にあっては、土地の所有その他の関係者が特別地域の設定

に協力的であること。 

（以下略） 

 

【資料２】 

 

国立公園及び国定公園の候補地の選定及び指定要領（平成２５年５月）（抜粋） 

 １　国立公園及び国定公園の候補地の選定

　　国立公園及び国定公園の候補地は、全国的な観点から検討を行い、以下の要件を満たす地域を選

 定する。

 （略）

 ⑸　第５要件　地域社会との共存

候補地について、国立公園又は国定公園として保護及び利用することについて地域社会の理解

 が得られること。

（以下略）
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論文式試験問題集［国際関係法（公法系）］ 
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［国際関係法（公法系）］ 

 

　Ａ国とＢ国は、海を挟んで向かい合っている。Ａ国とＢ国との間の海には、無人島であるＰ島

があり、同島はＡ国の領土であることが古くから国際的に広く認められていた。 

　Ａ国政府は、長年にわたる経済政策の失敗の結果、極端な財政難に陥り、国家財政の再建のため

にＰ島をＢ国の利用に供して対価を得る方策を検討することになった。Ａ国政府とＢ国政府は、Ｐ

島に関する条約を締結するための外交交渉を開始した。その結果、Ａ国とＢ国は、「Ｐ島の租借に

関するＡ国とＢ国の間の条約」（以下「租借条約」という。）に署名し、同条約はその後Ａ国及び

Ｂ国の議会の承認を得て発効した。租借条約は、「Ｂ国は、Ｐ島をＡ国から本条約発効後５０年間

にわたり租借し、その間Ｂ国はＰ島を自由に利用することができる。」（第１条）、「Ｂ国は、Ｐ

島を利用する対価として、Ａ国に対して毎年１億米ドルの支払を行う。」（第２条）と規定してい

た。なお、Ａ国とＢ国は、共に国際連合加盟国であり、条約法に関するウィーン条約及び海洋法に

関する国際連合条約の当事国である。以上の事実関係を前提として、以下の各設問に答えなさい。

なお、各設問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。 

 

〔設問１〕 

租借条約の規定に従って、Ｂ国がＡ国に対して最初の１億米ドルの支払を行うとともにＰ島の

利用を開始してから１か月後に、突如として巨大地震が発生してＰ島全体が低潮時においても水中

に没することとなった。この場合、Ｂ国はＡ国に対してどのような主張を行うことができるか。国

際法上の根拠を挙げながら論じなさい。 

 

〔設問２〕 

租借条約の締結に関するＡＢ両国政府間の外交交渉の過程で、Ａ国政府はＢ国政府に対して、

Ｐ島には未開発の貴重な鉱物資源が埋蔵されている旨を公式に通告し、Ｂ国は、この情報に基づい

て租借条約を締結した。租借条約の発効後、Ｂ国はＡ国に対して毎年１億米ドルの支払を行い、別

途Ｐ島において多額の費用を掛けて鉱物資源の探査を行ったが、貴重な鉱物資源は全く発見されな

かった。租借条約発効から３年が経過した時点で、Ａ国政府がＢ国政府に通告したような鉱物資源

はＰ島には埋蔵されていなかったことが明らかとなった。この場合、Ｂ国はＡ国に対してどのよう

な主張を行うことができるか。国際法上の根拠を挙げながら論じなさい。 

 

〔設問３〕 

　租借条約発効の５年後、Ａ国政府の財政状況が更に悪化したため、Ａ国はＢ国と再度外交交渉を

行って租借条約を両国の合意に基づき終了させた上で、新たに「Ｐ島の主権移譲に関するＡ国とＢ

国の間の条約」（以下「主権移譲条約」という。）を締結し、同条約はその後Ａ国及びＢ国の議会

の承認を得て発効した。主権移譲条約は、Ｐ島に関する主権をＡ国からＢ国に完全に移譲する対価

として、Ｂ国がＡ国に１００億米ドルを支払うことを規定していた。Ｂ国がＡ国に１００億米ドル

の支払を行いＰ島に関する主権がＡ国からＢ国に完全に移譲された後、Ｂ国はＰ島を起点とする２

００海里の排他的経済水域及び大陸棚を設定する国内法を制定した。これに対して、Ｂ国と国境を

接し海に面しているＣ国は、「Ｐ島は無人島であるため、Ｐ島を起点としてＢ国の排他的経済水域

及び大陸棚を設定することは国際法に違反しており認められない。」と主張して、Ｂ国に抗議し

た。Ｃ国のこのような主張に対して、Ｂ国はどのように反論できるか。国際法上の根拠を挙げなが

ら論じなさい。なお、Ｃ国も国際連合加盟国であり、条約法に関するウィーン条約及び海洋法に関

する国際連合条約の当事国である。
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［国際関係法（私法系）］ 

 

　甲国人Ａ男と日本人Ｂ女は、Ｂがワーキング・ホリデー制度を利用して甲国に滞在していたときに同

じ職場で知り合い、その後、甲国で適法に婚姻した。ＡとＢは、婚姻後５年ほど甲国で共同生活を送

り、その間、二人の間に子Ｃ（甲国及び日本の重国籍）が生まれた。その後、Ａが日本の会社に転職す

ることになり、Ａ、Ｂ及びＣは一緒に日本に移り住み、それ以降、日本に居住している。 

　ＡとＢは、乙国のリゾート地を気に入って長期の休暇の度に利用していたところ、Ａは、日本に移り

住んでから１年後に、不動産業者Ｙ（乙国法人。乙国に本店を有し、乙国以外には営業所や財産を一切

有しておらず、乙国以外で事業等を行っていない。）との間で、乙国のリゾート地の不動産αを購入す

る契約を締結した。 

　　以上の事実を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各問は独立した問いである。 

 

〔設問１〕 

　Ａは、不動産αを購入したものの、その後ＡとＢが共に仕事で忙しくなり、乙国で長期の休暇を過ご

すことが難しくなった。そのため、Ａは、不動産αを購入してから５年後、Ｙに対して不動産αの転売

を相談したところ、Ｙから、転売ではなく期限付きの会員制施設利用権購入契約（１年のうち決められ

た期間だけ対象施設の独占的利用権が付与される契約）の対象とすることを勧められ、Ｙに不動産αの

運用を委託した。Ｙは、乙国への旅行客向けに、乙国内の滞在型宿泊施設の会員制施設利用権の購入を

勧めるセミナーを乙国内で定期的に開催していた。乙国を初めて旅行で訪れた日本人Ｘ（日本に常居所

・住所を有する。）は、宿泊していたホテルのロビーに貼ってあったＹの当該セミナーのポスターに目

を留めた。Ｘは、それまでＹの名前を聞いたこともなくＹという会社を知らなかったが、セミナー会場

がホテルのすぐ近くであることや参加者には無料のアフタヌーンティーが提供されるとの宣伝文句に興

味をひかれ、セミナーに行ってみることにした。Ｘは、セミナーの内容を聞き終わり、アフタヌーンテ

ィーも満喫したため、Ｙの社員に「もう帰りたい。」と告げた。しかし、Ｘは、それまで愛想の良かっ

たＹの社員複数名から取り囲まれ、「契約を締結しないと帰さない。」と言われたため困惑し、その場

で、不動産αを毎年１０月の１か月間独占的に利用することのできる会員制施設利用権購入契約（以下

「本件契約」という。）をＹとの間で締結し、インターネットバンキングを利用して頭金１００万円を

乙国所在のＹ名義の銀行口座に振り込んで支払った。なお、本件契約の契約書においては、紛争解決条

項として、「Ｐ条：本契約は、乙国法に準拠し、乙国法に従って解釈されるものとする。Ｑ条：本契約

に関する一切の紛争は、乙国裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」と明記されていた。 

　Ｘは、日本に帰ってから本件契約を締結したことを後悔し、契約締結後１か月が経った頃、本件契約

に係る意思表示を取り消したいと思うようになった。そこで、Ｘは、Ｙに対して、日本の消費者契約法

第４条第３項第２号の適用及び同号に基づく本件契約に係る意思表示の取消しを主張した上で、支払済

みの金銭の全額の返還を求める訴え（以下「本件訴え」という。）を日本の裁判所に提起した。 

 

　〔小問１〕 

⑴ 本件訴えについて、Ｙは、「本件契約の契約書中のＱ条に基づき乙国裁判所に専属的管轄合意

がされているため、本件訴えは却下されるべきである。」と主張している。Ｙのこの主張は認めら

れるかについて論じなさい。 
⑵ Ｙの⑴の主張が認められないとした場合に、本件訴えについて、日本の裁判所の国際裁判管轄

権が認められるかについて論じなさい。 
〔小問２〕 

Ｙは、本件訴えについて日本の裁判所の国際裁判管轄権を争うことなく応訴した。この場合におい

て、Ｘの日本法に基づく主張が認められるかについて、準拠法の決定過程を示しながら論じなさい。 
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〔設問２〕 

　Ａは、日本に移り住んでから１５年後に死亡した。Ａは、遺言を作成しておらず、Ａの遺産として残

された財産は、乙国所在の不動産α、日本所在の動産及び日本の銀行に対する預金債権のみであったと

ころ、ＢとＣとの間でＡの遺産をどのように分割するかについて争いが生じた。Ｃは、日本の家庭裁判

所に対し、Ｂを相手方として、遺産分割の調停を申し立てたが、調停事件は不成立により終了し、遺産

分割の審判の申立てがあったものとみなされて、審判に移行した。裁判所は、この遺産分割において、

動産及び銀行預金についてはＢ及びＣの持分をそれぞれ２分の１ずつ、不動産αについてはＢの持分を

３分の１、Ｃの持分を３分の２とすることを前提として審判をした。裁判所が前提とした持分の判断に

ついて、準拠法の決定過程を示しながら説明しなさい。 

　なお、甲国法には本問に関する範囲で、以下の規定があるものとする。 

 

【甲国法】 

① 被相続人の直系卑属は以下の規定に従って相続人となる。 
第１号　親等が異なる者の間では、その近い者を先にする。 

第２号　親等が同じである者は、同順位で相続人となる。 

②　被相続人の配偶者は常に相続人となる。この場合において、①の規定によって相続人となるべき者

があるときは、その者と同順位とする。 

③　同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は以下の規定に従う。 

第１号　直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、直系卑属の相続分は３分の２とし、配偶者の相

続分は３分の１とする。（第２号以下略） 

④　相続については、被相続人の死亡時の常居所地法を適用する。ただし、不動産の相続については、

不動産の所在地法を適用する。 


